
ご遺産の１％でできる大きな社会貢献

メンバーになりませんか？
  「遺贈寄付」や「相続財産からの寄付」を通じた社会貢
献への関心が高まるなか、プラン・インターナショナル
にも、「手続きの仕方は？」「遺せる金額が分からない」
「相続や終活についても知りたい」などのお問い合わせ
を、数多くいただくようになりました。そうした情報
をより多くの方にお届けするため、2021年4月に『PLAN

レガシー1％クラブ』を発足しました。クラブの名前には、

「ご遺産の1％の寄付によって、子どもたちの未来を応
援する力は大きい」というメッセージが込められてい
ます。現在、150名超の方にご参加いただいています。
メンバーには、終活セミナーのご案内や、終活に関す
る参考情報をお届けします。また、担当者がご相談に
応じ、必要に応じて専門家や専門機関をご紹介します。
遺贈寄付や終活の情報収集にご活用ください。

「遺贈は資産家のするこ
と、と思っていましたが、
少額でもできるなら最
期の社会貢献として自
分の生涯を飾ることが
できると感じました」
（70代女性）

金額はご自由です。
おいくらからでも可能です。

まずは情報収集から。こんなご相談や思いにご対応します
（※クラブへの登録は無料です。登録された場合でも、ご寄付は必須ではありません）

「亡父は塾を経営し、地
域の子ども会をリードし
てきました。そんな父
の残した財産を、子ど
もたちの“教育分野”の
活動に役立ててほしい
と考えました」（60代女性）

寄付の使途先（地域・活動分野）を
指定いただけます

「ご生前、プランのスポ
ンサーだった方から土
地や家屋などを遺贈い
ただきました。換価し、
支援活動に大切に使わ
せていただきました」
（プランの遺贈寄付担当者）

※精算型遺贈もありますので、事前にご相談ください

不動産・有価証券、
包括遺贈もお受けします



❶パンフレット進呈
（遺言書の種類や事例、遺贈の流れなどを
解説しています）

❷主婦の友社発行の『エンディングノート』贈呈。
希望者には、遺贈寄附推進機構の『ご縁ディングノート』
（メール添付によりPDFファイル送信のみ）

も合わせて贈呈

❸プランの遺贈・相続財産寄付
担当者が、随時、ご相談を承ります

❹必要な場合は、専門家
（司法書士、弁護士、信託銀行など）をご紹介します

❺セミナー（「遺言書の書き方」「終活について」など）のご案内、
遺贈・相続寄付の体験談などの情報をお届け

お名前

メッセージ（あれば）

電話番号

ご住所

メールアドレス

SP番号（あれば）

申込書（『PLANレガシー１％クラブ』のメンバーとして申し込みます）

クラブに登録された方には……

これまでの活動紹介

クラブへの登録方法
（それぞれの宛先は下記の「登録の申込み・お問い合わせ」をご参照ください）

※クラブへの登録は無料です。登録された場合でも、必ずご寄付いただかなくてはならないわけではありません。また、すぐにご寄付いただか
なくてはならないものでもありません。プランの担当者とつながり、情報収集しながらご検討ください

202307 

❶メールで  （件名は「レガシー」にてお願いします）
お名前、ご住所、電話番号、SP番号をお知らせください。

❷お電話で　

❸下記の申込書に記入して郵送
　　※皆さまからお預かりした個人情報は、全役職員が、行動基準として定めた
　　個人情報保護方針を遵守し、安全かつ厳正に取り扱ってまいります

登録の申込み・お問い合わせ
公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン　遺贈寄付担当
〒154－8545 東京都世田谷区三軒茶屋2－11－22 
サンタワーズセンタービル11階

電話 03－5481－6100（平日9：00～17：30）　
メール  izou＠plan-international.jp

主婦の友社発行の『エンディングノート』贈呈。

●終活に関する参考資料とし
て、法務局の自筆証書遺言書
保管制度や提携先信託銀行の
ご案内資料、およびニュース
レターを郵送にてお届け

●個別相談対応の際、相
談者のご意向に応じて終
活の専門機関へお繋ぎ

●『せたがや終活セミナー』（世田谷
区内3カ所で開催）、『今から準備した
い！女性のための終活セミナー』（オ
ンライン開催）、『遺贈寄付ウィーク
終活セミナー』などの催しをご案内

「将来的に自分や家族に少しでも遺産が
あれば寄付したいと考えています。寄
付できる額は少ないですが、人生の最
後まで少しでもプランのお役に立てれ
ばと思いました」
（50代女性）

「財産と呼べるものはありませんが、何
がしか残ったものがあれば、誰かのお
役に立ってもらいたいと思っています。
こうした相談ができるところがあるの
は、大変うれしくありがたいです」
（60代女性）

「遺言書を作成しておくことは、”死“ を
考えることではなく、これから先の”生
きる“を考えることであると思っており
ます。その上でも、自分の望みを遺言書
という文書に託し遺贈の表記をしておく
ことは大切な終活です」（60代女性）

メンバーになった方の声




